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しんぶんを通して、人の ・平和の ・話の など限りない に出会いたい…そんな を伝えていきます。   

（生活創造応援隊 一同） 
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 中塚 勝美 

岩田健三郎先生の誰でも参加できるスケッ

チ会。2014 年 5 月 2 日のテーマは、『日頃

気になっている建物を描く』でした。 

店の上に大きな「大衆食堂かどや」の看板と 

「御食事処かどや」の暖簾。 

今も『かどや』は健在、嬉しいことです。 
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中播磨の行ってみたいこんなところをご紹介 

姫路おでん～かどや食堂～ 

姫路市車崎 

  
    
                        

 

 
  
 
 
 
 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

今回は姫路おでんの紹介ということで、姫路おでんの元祖的 

なお店と言われているかどや食堂さんに取材に行きました。 

名前通りに道路の三叉路の角に建っていました。 

創業約８０年のかどや食堂さんの店内は、懐かしい昭和の雰 

囲気をそのまま残し、手書きのメニュー、昔ながらのショーケ 

ースの中には家庭料理が並んでいます。 

おでんも、一品料理も各自でテーブルに運び、食べ終わった 

後に清算するという昔式の方法で、しかも計算はそろばんでと、 

まるで昭和にタイムスリップしたようでした。 

かどや食堂さんは大衆食堂で、開店当初からの味を守られて 

います。水と砂糖と醤油だけのシンプルな味付けで、取り分けてから上にショウガ醤油をかけ

ていただきます。 

昔は白浜でショウガがたくさん採れ、近くのたつの市や、姫路でも醤油を作っていたそうで、

一般家庭でも昔から甘く煮た関東炊きにショウガ醤油をかけて食べていたのを、2006 年に町

おこしグループが“姫路おでん”と名付け、姫路おでん普及会が発足し、ご当地グルメとして

売り出されたようです。 

姫路おでん協同組合に加盟している店舗は 100 軒ほどあり、各店舗で味の工夫をされてい

るようです。 

姫路おでんの定義としては、薄味の関西風おでんでも、しっかり味付けされた関東炊きでも、

ショウガ醬油をかけて食べるのを“姫路おでん”と呼ぶようです。 

 

 

 

【生活創造応援隊】 大野律子、小國冷子、木村利惠子 
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消費生活情報  ～くらしに役立つ情報をお届けします～ 

貴金属を強引に買い取られた！  
 

 

●いきなり訪問してきた買い取り事業者には対応しない 

 ・突然訪問して勧誘することは禁止されています。 

●事前に買い取りを承諾した物品以外は売らない 

 ・消費者が勧誘を受け入れた物品以外のものについて勧誘をする 

  ことは禁止されています。 

 ・売却の際、事業者は物品の種類や特徴、価格、クーリング・オ 

フ等について記載された書面を交付する義務があります。 

 ●クーリング・オフ期間中（８日間）は物品を引き渡さない 

  ・一度物品を引き渡すと取り返すことが困難な場合があります。 

 ●むやみに貴金属を見せない、触らせない 

消費者へのアドバイス 

【事例】「着物を買い取りしたい」と電話があったので自宅に来てもらった。「着物はいらな

い、貴金属はないか」と家の中に入られ、強引にタンスの中などを開け、指輪類を

500 円で買い取られた。返してほしい。 

 ☎１８８     

  
 
 

 生活創造応援隊の隊員の方々の得意分野を活かして、 

学習会を開催しています。 

今回の学習会は、小國冷子隊員を講師に、折り紙教 

室を開催しました。 

 小國隊員から懇切丁寧に教えてもらいながら、みん 

なでワイワイガヤガヤ楽しく朝顔の壁掛けを作成しま 

した。 

                 生活創造応援隊は、Wa’Wa’Ｗa の取材や学習会など 

みんなで楽しく活動しています。 

               一緒に活動するメンバーを募集していますので、ご興味 

のある方は、お気軽にお問い合わせください。 

《問い合わせ先》中播磨県民センター県民交流室県民課 

      電話：079－281－6023 

 

♪学習会～折り紙教室～♪♫ 
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～起業セミナー及び個別相談会のご案内～ 
創業の心構えや事業計画、マーケティング、財務等のポイントなどを学ぶ起業セミナー 

及び個別相談会を開催します。 

（日 時）令和４年１２月 11 日（日）１３：３０～１７：００ 

（場 所）Biz Space Himeji（姫路市本町 127 番地ダイネンビルⅡ大ホール（601）） 

（費 用）無料 

（問い合わせ）ＮＰＯ法人姫路コンベンションサポート 

        〒670－0912 姫路市南町 76 番地 城陽ビル２階 

        ＴＥＬ：０７９－２８６－８９８８ 

        ＦＡＸ：０７９－２８６－９００９ 

        メール：info@hcs.or.jp 

    ※この事業は、中播磨県民センターからの委託を受け、ＮＰＯ法人姫路コンベンションサポートが 

実施するものです。 

 

 

兵庫県中播磨県民センター 県民交流室 県民課（消費者センター） 
 
〒670-0947 姫路市北条１-９８ 兵庫県姫路総合庁舎２階 

【電話】079-281-６０２３  【ＦＡＸ】079-281-3015 

【Ｅメール】nkharikem@pref.hyogo.lg.jp 

【消費生活相談】消費者ホットライン 188 *最寄りの消費生活相談窓口につながります。 

【ホームページ】https://web.pref.hyogo.lg.jp/chk12/shohi/shohiseikatsu.html 

～ 消費者教育出前講座のご案内 ～  
インターネットを介した架空請求や悪質商法等による被害が後を絶ちません。中播磨県

民センターでは、そんな消費生活トラブルについてお話しする講師を派遣しています！

（時間帯）平日 10：00～16：00（申込者の希望に対応します） 

（費 用）無料です。会場は開催団体でご用意下さい。 

（講 師）中播磨県民センター県民交流室県民課 消費者教育推進員 

※詳細は、中播磨県民センター県民交流室県民課（下記連絡先）まで 

お問い合わせください。 

消費生活創造活動グループに登録しませんか？ 

～会議室等を無料で貸出します～ 

【登録可能な団体】・中播磨地域で活動しており、「消費生活活動」「地域づくり」等の「生活

創造活動」を行っていること。 

・政治・宗教に関する活動、営利目的、反社会的な活動をしていないこと。 

【使用できる施設】・県民協働ホール A・B（20～30 名程度が利用可能な会議室） 

・印刷機器（リソグラフ） 

・情報交流コーナー（パネル・チラシ等の展示） 

※詳細は、中播磨県民センター県民課（下記連絡先）までお問い合わせください。 


